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○ 規則 

＊65 児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に

関する規則の一部を改正する規則 (子ども未来課) 

○ 告示 

937 住持中左近両溜池土地改良区の役員の就退任 

  (農業農村整備課) 

938 池の前土地改良区の定款変更の認可 
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939 木材業者等の登録 (林業振興課) 

940 平成21年度砂利採取業務主任者試験の実施 (河川課) 

941 道路の位置の指定 (都市政策課) 

○ 監査委員告示 

2 包括外部監査人の監査の事務を補助させることができ

る旨の協議 

○ 公告 

 和歌山県ＮＰＯサポートセンターの指定管理者の指定 

 (県民生活課) 

 和歌山県立青少年の家の指定管理者の指定 

 (青少年・男女共同参画課) 

○ 正誤 

 平成21年1月9日付け和歌山県報第2026号和歌山県告示第4

3号中 

規     則 

和歌山県規則第65号 

 児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関す

る規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に

関する規則の一部を改正する規則 

 児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関す

る規則（昭和37年和歌山県規則第33号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第5条第2項に次のただし書を加える。 

 ただし、児童自立生活援助事業にあっては、入所者に

ついて別表第1の税額等による階層区分によって定まる徴

収金基準額（月額）を適用するものとする。 

 別表第1備考2（1）中「第78条第2項第1号」を「第78条第

1項」に改め、同表備考2（2）中「第41条の19の3第1項」を

「第41条の19の5第1項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項

の規定は、平成21年4月1日から適用する。 

告     示 

和歌山県告示第937号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規

定により、住持中左近両溜池土地改良区の役員について次

のとおり公告する。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 就任した役員 

職名 氏  名  住    所 

理事 宮本哲夫  岩出市安上90番地 

理事 福田輝章  岩出市湯窪76番地の2 

理事 中島通隆  岩出市尼ヶ辻5番地の2 

理事 上田正治  岩出市波分124番地 

理事 田村雅明  岩出市赤垣内70番地 

理事 堂良之  岩出市荊本170番地 

理事 松尾安彦  岩出市根来1396番地 

理事 安村俊哉  岩出市安上132番地 

理事 山野佳亮  岩出市安上210番地 

理事 細濱剛   岩出市金池147番地 

理事 髙井幹雄  岩出市西安上23番地の3 

理事 尾田綾子  岩出市根来1236番地 

理事 西口記生  岩出市根来1371番地 

理事 橋本豊和  岩出市根来1196番地の2 

理事 田井宗治  岩出市根来1348番地 

監事 宮井道弘  岩出市波分126番地 

監事 西達也   岩出市堀口105番地 

監事 池浦清隆  岩出市金池363番地の1 

監事 河井都生代 岩出市根来1059番地 

2 退任した役員 

職名 氏  名  住    所 

理事 福田輝章  岩出市湯窪76番地の2 

理事 田村勝   岩出市安上111番地の5 

理事 大谷昌己  岩出市根来893番地 

理事 増尾成紀  岩出市堀口52番地の3 

理事 三舟宏   岩出市尼ヶ辻19番地 

理事 髙井勝幸  岩出市西安上106番地の1 

理事 上田正治  岩出市波分124番地 
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理事 間茂   岩出市根来899番地の2 

理事 中井康夫  岩出市根来740番地の3 

理事 平野建   岩出市根来1377番地 

理事 中谷隆  岩出市安上257番地 

理事 池浦清隆  岩出市金池363番地の1 

理事 細濱剛   岩出市金池147番地 

理事 小橋裕巳  岩出市波分128番地 

理事 中井孝   岩出市曽屋121番地の1 

監事 佐谷誠   岩出市根来1235番地 

監事 豊田隆昭  岩出市根来1245番地 

監事 幡井一郎  岩出市安上107番地の3 

監事 中畑善行  岩出市赤垣内54番地 

 

和歌山県告示第938号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第2項の規定

により、池の前土地改良区の定款変更を認可したので、同

条第3項の規定により、この旨を公告する。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

和歌山県告示第939号 

 和歌山県木材業者等の登録に関する条例（昭和45年和歌

山県条例第14号）第5条第3項の規定により、木材業、製材

業及びチップ業の登録業者を次のとおり告示する。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
 

木材 

登録 

番号 

製材 

登録 

番号 

チップ 

登録 

番号 

登録年月日 
住所又は主たる

事務所の所在地

氏名又は名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
業務の態様 

営業所又は工場の 

名称及び所在地 

1001 1001 1001 平成21年7月1日 
和歌山市湊通丁南

四丁目18 

和歌山県森林組合連合会 

代表理事 寺田展治 

木材・製材

・チップ 
御坊事業所 

1002   平成21年7月1日 
和歌山市湊通丁南

四丁目18 

株式会社森連サービス 

代表取締役 寺田展治 
木材 

和歌山市湊通丁南四丁目

18 

 2001  平成21年7月1日 
伊都郡かつらぎ町

広口657 

中辻製材所 

中辻秀敏 
製材 

伊都郡かつらぎ町広口65

7 

 5001  平成21年7月1日 
日高郡美浜町和田2

235番地の2 

株式会社丸紀 

代表取締役 山田道夫 
製材 

日高郡美浜町和田2235番

地の2 

東京都江東区富岡2丁目

8-15 

大阪府豊中市走井2-8-2 

5001   平成21年7月1日 
日高郡みなべ町東

岩代577 

あらほり木材 

荒堀和雄 
木材 

日高郡みなべ町東岩代57

7 

5002   平成21年7月1日 
日高郡印南町古井5

21 

印南町森林組合 

代表理事 五味貞雄 
木材 日高郡印南町古井521 

6001   平成21年7月1日 
田辺市東山2丁目1

8-15 

奥平林業 

奥平利夫 
木材 田辺市東山2丁目18-15 

6002   平成21年7月1日 
西牟婁郡上富田町

岩田2425-1 

谷本林業 

谷本音吉 
木材 

西牟婁郡上富田町岩田24

25-1 

6003 6001 6001 平成21年7月1日 
西牟婁郡上富田町

岡2番地 

株式会社伸栄木材 

代表取締役 栗栖万博 

木材・製材

・チップ 

西牟婁郡上富田町岡2番

地 

6004   平成21年7月1日 
田辺市新庄町1825-

1 

堀尾木材店 

堀尾修三 
木材 田辺市新庄町1825-1 

6005 6002 6002 平成21年7月1日 
田辺市文里二丁目3

6番23号 

木材センター花与 

杉若雅宣 

木材・製材

・チップ 

田辺市文里二丁目36番23

号 

6006 6003  平成21年7月1日 田辺市本町18 
杉本製材 

杉本安弘 
木材・製材 田辺市本町18 

6007 6004  平成21年7月1日 
田辺市神子浜一丁

目17番2号 

株式会社寛座製材所 

代表取締役 寛座健二 
木材・製材 

田辺市神子浜一丁目17番

2号 

6008   平成21年7月1日 田辺市新万11番5号
有限会社蹊友産業 

代表取締役 中谷光一 
木材 田辺市新万11番5号 

6009   平成21年7月1日 
西牟婁郡上富田町

生馬2460-1 

森木材 

代表 森静義 
木材 奈良県吉野郡上北山村 

7001   平成21年7月1日 
新宮市熊野川町日

足289-4 

峯園木材 

峯園寛一 
木材 

新宮市熊野川町日足289-4

田辺市本宮町高山789 

7002   平成21年7月1日 
新宮市熊野川町赤

木465 

上浦林業 

上浦密三太 
木材 新宮市熊野川町赤木465 

    新宮市船町1丁目1- 前田商行株式会社   
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7003   平成21年7月1日 

 
15 

 
代表取締役 前田章博 

木材 新宮市船町1丁目1-15 

 7001  平成21年7月1日 
新宮市南谷町3459

の1 

榎本製材所 

榎本多孝 
製材 新宮市南谷町3459の1 

 7002  平成21年7月1日 
新宮市あけぼの6番

7号 

新宮木造住宅協同組合 

理事長 速水忠男 
製材 新宮市あけぼの6番7号 

7004   平成21年7月1日 
東牟婁郡北山村大

字大沼208番地 

北山村森林組合 

代表理事組合長 矢口信弘
木材 

東牟婁郡北山村大字大沼

208番地 

 

和歌山県告示第940号 

 平成21年度砂利採取業務主任者試験を砂利採取法（昭和4

3年法律第74号）第15条第1項の規定により、次のとおり実

施する。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 試験の日時 平成21年11月13日（金）午前10時 

2 試験実施場所 和歌山市小松原通一丁目1番地 

和歌山県民文化会館 5階 502号室 

3 試験科目 筆記試験 

（1）砂利の採取に関する法令 

（2）砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木及び

河川工学に関する事項を含む。） 

4 受験手続 

（1）受験願書等の提出先 

 〒640-8585 

 和歌山市小松原通一丁目1番地 

 和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課（県庁南別

館8階） 

（2）提出書類等 

ア 受験願書 1通 

イ 写真 1枚 

 手札形とし、申請前6か月以内に撮影した正面上半

身像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載

したもの 

ウ 受験手数料 和歌山県証紙7,600円 

エ 受験票送付用の送付先住所を記載した封筒 

（3）受験願書等の提出期間 

 平成21年9月28日（月）から同年10月9日（金）まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日を除く。）の午前9時か

ら午後5時まで。郵送の場合は、平成21年10月9日付け消

印があるものまで受け付ける。 

5 試験結果の開示 

 この試験の結果については、和歌山県個人情報保護条例

（平成14年和歌山県条例第66号）第25条第1項の規定によ

り、口頭により開示請求することができる。 

 開示を希望する者は、以下により受験者本人が受験票又

は本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券等の

顔写真つきで公的機関発行のものに限る。）を持参の上、

和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課に請求すること。 

試験の種類 砂利採取業務主任者試験 

請求できる人 砂利採取業務主任者試験受験者 

開示内容 試験の合否 

開示期間 合格発表日の翌日から1月間（土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休

日を除く。） 

6 その他 

（1）受験願書は、和歌山県県土整備部河川・下水道局河

川課及び各振興局建設部において平成21年9月14日

（月）から交付する。 

（2）その他試験に関する問い合わせは、和歌山県県土整

備部河川・下水道局河川課又は各振興局建設部まで行

うこと。 

 

和歌山県告示第941号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号

の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

道   路 

幅 員 延 長
指定

番号
指定位置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指 定 

年月日 

メートル メートル

3048 和歌山県橋本

市隅田町中下

152の一部、1

54-2の一部、

155の一部 

奈良県五條市

田園2丁目2番

地の1 

株式会社井上

地所 

代表取締役 

井上猛 

平成 

21.8.3 

4.02

6.02

34.045

51.110

 

監査委員告示 

和歌山県監査委員告示第2号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第2項の

規定により、包括外部監査人和中修二の監査の事務を補助

させることができる旨の協議が調ったので、次のとおり告

示する。 

  平成21年8月11日 

和歌山県監査委員 楠 本   隆 
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和歌山県監査委員 足 立 聖 子 

和歌山県監査委員 須 川 倍 行 

和歌山県監査委員 江 上 柳 助 

補助する 

者の氏名 
補助する者の住所 補助できる機関 

倉本正樹 
兵庫県西宮市津門大箇町

6番26-301号 

平成21年8月11日から

平成22年3月31日まで

石原久靖 
大阪府八尾市八尾木北1

丁目58番地 

平成21年8月11日から

平成22年3月31日まで

 

公     告 

    公     告 

 和歌山県ＮＰＯサポートセンター設置及び管理条例（平

成17年和歌山県条例第64号）第8条の規定により、和歌山県

ＮＰＯサポートセンターの指定管理者を次のとおり指定し

た。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定管理者 特定非営利活動法人わかやまＮＰＯセンター 

 和歌山県和歌山市美園町五丁目6番12号 

2 指定の期間 平成21年10月1日から平成24年3月31日まで 

 

    公     告 

 和歌山県立青少年の家設置及び管理条例（平成12年和歌

山県条例第7号）第8条の規定により、和歌山県立青少年の

家の指定管理者を次のとおり指定した。 

  平成21年8月11日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定管理者 

（1）和歌山県立紀北青少年の家 

 和歌山県立紀北青少年の家管理運営コンソーシアム 

 （代表となる団体） 

 紀北青少年の家運営協議会 

 和歌山県伊都郡かつらぎ町西飯降62番地の3 

 （構成員） 

 大揚興業株式会社 

 和歌山県和歌山市新通二丁目10番1 

（2）和歌山県立白崎青少年の家 

 クリーン興商・南海ビルサービス企業体 

 （代表となる団体） 

 クリーン興商株式会社 

 和歌山県有田郡有田川町小島433番地の5 

 （構成員） 

 南海ビルサービス株式会社 

 大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号 

（3）和歌山県立潮岬青少年の家 

 特定非営利活動法人潮岬おもしろらんど体験学習推進

協議会 

 和歌山県東牟婁郡串本町出雲1614番地の53 

2 指定の期間 平成21年10月1日から平成24年3月31日まで 

正     誤 

    正     誤 

 平成21年1月9日付け和歌山県報第2026号和歌山県告示第

43号中 

ページ 段 誤 正 

11 右 新地 中新地 

 

 

 


